
別紙様式第21号 

申請日  2025年 12月 5日 

 

一般社団法人 投資信託協会 

会 長 松下 浩一 殿 

 

（商号又は名称）さわかみ投信株式会社 

  （代表者）代表取締役社長  澤上 龍 

 

 

 

正会員の財務状況等に関する届出書 

 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則第 10 条第１項第 17

号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１．委託会社等の概況 

(1)資本金の額（2025年11月末日現在） 

資本金の額      320百万円 

発行する株式の総数     3,600株 

発行済株式総数     3,600株 

最近5年間における資本金の額の増減       該当事項はありません。 

 

(2)委託会社等の機構（2025年 11月末日現在） 

①会社の機構 

委託会社の業務執行の最高機関は取締役会であり、株主総会にて選任された 3名以上の取締役で構成され

ます。取締役の選任は、議決権を行使できる株主の 3分の 1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その

議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。 

取締役の任期は、選任後 2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または

増員により選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とします。 

取締役会は、その決議をもって、代表取締役を選任します。 

取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、業務執行に関する重要事項を決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②投資運用の意思決定機構 

 

 

 

２．事業の内容及び営業の概況 

委託会社は、「投信法」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引

法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集(第二種金融商品取引業)を

行っています。 

2025 年 11 月末日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は、追加型株式投資信託 1 本のみで

あり、その純資産総額は 450,993,138,301円です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．委託会社等の経理状況 

(1) 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成

19年内閣府令第52号）により作成しております。 

なお、財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 

(2) 委託会社の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、東陽監査法人の監査を受け

ております。 

 

(3) 委託会社の中間財務諸表は、「財務諸表等規則」並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取

引業等に関する内閣府令」(平成 19年内閣府令第 52号）により作成しております。また、当社は、金融商品取引

法第24条の５第１項の表の第３号の上欄に掲げる会社に該当し、「財務諸表等規則」第１編及び第４編の規定によ

り第２種中間財務諸表を作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨

てて表示しております。 

 

(4) 委託会社の中間財務諸表については、金融商品取引法第 193条の２第１項の規定に基づき、東陽監査法人の中間監

査を受けております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

2025年６月20日 

さわかみ投信株式会社 

取 締 役 会  御中 

東陽監査法人 東京事務所 

指 定 社 員

業務執行社員 公認会計士  後 藤  秀 洋 

指 定 社 員

業務執行社員 公認会計士  池 田  宏 章 

 

監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

状況」に掲げられているさわかみ投信株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの第29期事業年度の

財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記に

ついて監査を行った。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

さわかみ投信株式会社の2025年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、

我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理

上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し

ている。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告

書以外の情報である。 

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も

実施していない。 

 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚



偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、

財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と

なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。 

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの

合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書におい

て財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告

書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき

なくなる可能性がある。 

・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 

 

(注)上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１）【貸借対照表】 

（単位：千円） 

  
第28期事業年度 

（2024年3月31日現在） 
 

第29期事業年度 

（2025年3月31日現在） 

資産の部     

流動資産     

現金及び預金  5,255,720  5,015,525 

直販顧客分別金信託  100,000  100,000 

未収委託者報酬  449,989  409,867 

貯蔵品  2,147  4,249 

前払費用  14,066  12,879 

関係会社短期貸付金   -  44,395 

その他  6,637  10,103 

流動資産合計  5,828,561  5,597,020 

固定資産     

有形固定資産     

建物   （純額）  ※１ 22,590  ※１ 19,552 

器具備品 （純額）  ※１ 17,823  ※１ 31,892 

有形固定資産合計  40,414  51,445 

無形固定資産     

ソフトウェア  29,958  18,939 

ソフトウェア仮勘定  53,836  - 

無形固定資産合計  83,795  18,939 

投資その他の資産     

関係会社長期貸付金  -  377,357 

関係会社株式  436,653  254,784 

長期差入保証金  61,785  61,785 

繰延税金資産  62,388  66,810 

その他  4,200  2,253 

投資損失引当金  -  △14,106 

投資その他の資産 

合計 
 565,027  748,885 

固定資産合計  689,236  819,270 

資産合計  6,517,798  6,416,290 



 

（単位：千円） 

  
第28期事業年度 

（2024年3月31日現在） 
 

第29期事業年度 

（2025年3月31日現在） 

負債の部     

流動負債     

未払金  101,923  97,437 

未払法人税等  336,559  228,997 

未払消費税等  74,972  64,757 

預り金  ※２ 692,724  ※２ 332,886 

賞与引当金  26,500  28,800 

ポイント引当金  64,626  79,597 

流動負債合計  1,297,306  832,476 

固定負債     

資産除去債務  37,466  37,518 

固定負債合計  37,466  37,518 

負債合計  1,334,773  869,994 

純資産の部     

株主資本     

資本金  320,000  320,000 

利益剰余金     

利益準備金  80,000  80,000 

その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  4,783,025  5,146,295 

利益剰余金合計  4,863,025  5,226,295 

株主資本合計  5,183,025  5,546,295 

純資産合計  5,183,025  5,546,295 

負債・純資産合計  6,517,798  6,416,290 

 



（２）【損益計算書】 

（単位：千円） 

  

第28期事業年度 

（自 2023年４月１日  

至 2024年３月31日） 

 

第29期事業年度 

（自 2024年４月１日  

至 2025年３月31日） 

営業収益     

委託者報酬  3,525,226  3,927,786 

その他売上  14,940  17,834 

営業収益合計  3,540,166  3,945,620 

営業費用     

支払手数料  4,707  4,546 

広告宣伝費  385,454  437,539 

調査費  16,046  16,921 

委託計算費  39,433  37,874 

営業雑経費  423,841  546,110 

通信費  119,511  122,265 

印刷費  28,747  63,020 

システム使用料  225,044  309,320 

外注費  44,056  45,485 

その他  6,481  6,018 

営業費用合計  869,482  1,042,991 

一般管理費     

給与  483,461  645,305 

役員報酬  88,765  125,165 

給与手当  336,751  394,586 

賞与  57,945  125,553 

法定福利費  71,557  92,389 

賞与引当金繰入額  26,500  28,800 

業務委託費  155,083  172,103 

交際費  1,303  218 

旅費交通費  35,013  43,992 

租税公課  29,934  30,009 

不動産賃借料  65,079  65,096 

固定資産減価償却費  28,142  24,515 

その他  96,000  139,754 

一般管理費合計  992,076  1,242,185 

営業利益  1,678,606  1,660,443 



 

（単位：千円） 

  

第28期事業年度 

（自 2023年４月１日  

至 2024年３月31日） 

 

第29期事業年度 

（自 2024年４月１日  

至 2025年３月31日） 

営業外収益     

受取利息  35  4,295 

雑収入  590  710 

営業外収益合計  625  5,006 

営業外費用     

支払利息  967  860 

雑損失  810  1,269 

寄付金  10,000  30,000 

営業外費用合計  11,778  32,129 

経常利益  1,667,453  1,633,319 

特別損失     

 投資損失引当金繰入  -  14,106 

関係会社株式評価損  ※１ 71,659  228,861 

 特別損失合計  71,659  242,968 

税引前当期純利益  1,595,794  1,390,351 

法人税、住民税及び事業税  517,690  473,502 

法人税等調整額  △17,423  △4,422 

法人税等合計  500,266  469,080 

当期純利益  1,095,527  921,270 



（３）【株主資本等変動計算書】 

第28期事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

 （単位：千円） 

 

株主資本 

資本金 

利益剰余金 

株主資本 

合計 利益準備金 

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 320,000 80,000 4,209,497 4,289,497 4,609,497 

当期変動額      

剰余金の配当   △522,000 △522,000 △522,000 

当期純利益   1,095,527 1,095,527 1,095,527 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 － － 573,527 573,527 573,527 

当期末残高 320,000 80,000 4,783,025 4,863,025 5,183,025 

 

 

 純資産合計 

当期首残高 4,609,497 

当期変動額  

剰余金の配当 △522,000 

当期純利益 1,095,527 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
－ 

当期変動額合計 573,527 

当期末残高 5,183,025 



第29期事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

 （単位：千円） 

 

株主資本 

資本金 

利益剰余金 

株主資本 

合計 利益準備金 

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 320,000 80,000 4,783,025 4,863,025 5,183,025 

当期変動額      

剰余金の配当   △558,000 △558,000 △558,000 

当期純利益   921,270 921,270 921,270 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
     

当期変動額合計 － － 363,270 363,270 363,270 

当期末残高 320,000 80,000 5,146,295 5,226,295 5,546,295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 純資産合計 

当期首残高 5,183,025 

当期変動額  

剰余金の配当 △558,000 

当期純利益 921,270 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
－ 

当期変動額合計 363,270 

当期末残高 5,546,295 



注記事項 

（重要な会計方針） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

  関係会社株式（子会社株式） 

   移動平均法による原価法 

２．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法）を採用 

しております。また、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物 13年～15年 

器具備品 ４年～15年 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。 

３．引当金の計上基準 

（１）賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込み額に基づき当事業年度に見合う分を計上して 

おります。 

（２）ポイント引当金 

顧客に付与したポイント使用に備えるため、将来行使されると見込まれる額を計上してお 

ります。 

４．収益及び費用の計上基準 

当社の顧客との契約に基づく主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は次のとおりであります。 

（１）委託者報酬 

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、投資信託財産の日々の純資産総額に対する一定割合として日々

認識し計上しております。 

（２）その他売上 

その他売上は、確定拠出年金運営管理機関としての売上であり、確定拠出年金の運営にかかる報酬を契約に基

づき月次で認識し計上しております。 



（重要な会計上の見積り） 

関係会社株式及び投資損失引当金 

（１）財務諸表に計上した金額 

（単位：千円） 

  第 28期事業年度 第 29期事業年度 

関係会社株式 436,653 254,784 

投資損失引当金 - △14,106 

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

市場価格のない関係会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額としていますが、当該株式の発行会社の財政

状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当事業年度の損失として処

理することとしております。また、実質価額が著しく低下している状況には至っていないものの、実質価額があ

る程度低下した時は、低下に相当する額を投資損失引当金として計上しております。関係会社の実質価額の回復

可能性の判断については、翌事業年度の予算などを考慮しております。関係会社の経営成績が回復又は悪化した

場合には、引当金の戻入、評価損や引当金の追加計上が発生する可能性があり、翌事業年度以降の財務諸表に影

響を与える可能性があります。 

 

（会計方針の変更） 

該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

子会社への追加出資 

当社は、2025年３月18日開催の取締役会において、子会社 Sawakami Asset Management (Thailand)Co., Ltd.に対し、

上限金額1.8億円とする追加出資をすることを決議しました。追加出資の具体的な時期は、2025年７月を予定してお

り、当該資金を運営資金、啓蒙活動、それに伴う設備、人件費増加分等に充てる予定です。 

 

 

（貸借対照表関係） 

※１ 有形固定資産より控除した減価償却累計額 

（単位：千円） 

 第28期事業年度 

（2024年３月31日現在） 

第29期事業年度 

（2025年３月31日現在） 

建物 61,160 65,136 

器具備品 62,646 72,166 

   

※２ 預り金 

  （単位：千円） 

 第28期事業年度 

（2024年３月31日現在） 

第29期事業年度 

（2025年３月31日現在） 

投資信託の買付代金の顧客から

の預り金 
14,477 34,993 

投資信託の解約代金の顧客から

の預り金 
4,789 2,542 

投資信託の解約に伴う源泉徴収

額 
665,372 289,481 

その他 8,085 5,870 



（損益計算書関係） 

第28期事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

※1 関係会社株式評価損 

関係会社株式評価損71,659千円は、過年度に計上していた投資損失引当金179,272千円の戻入益と関係会社株式評価損

250,931千円を相殺したものであります。 

 

第29期事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

第28期事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

（単位：株） 

株式の種類 
第28期事業年度期首 

株式数 
増加 減少 

第28期事業年度末 

株式数 

普通株式 1,080 － － 1,080 

甲種類株式 ※ 2,520 － － 2,520 

合計 3,600 － － 3,600 

※甲種類株式は、議決権を有しない種類株式であります。  

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 
株式の 

種類 

配当金の 

総額（千円） 

1株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

2023年６月19日 

定時株主総会 

普通 

株式 
156,600 145,000 2023年３月31日 2023年６月19日 

2023年６月19日 

定時株主総会 

甲種類 

株式 
365,400 145,000 2023年３月31日 2023年６月19日 

 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 
株式の 

種類 

配当の 

原資 

配当金の 

総額 

（千円） 

1株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

2024年６月17日 

定時株主総会 

普通 

株式 

利益 

剰余金 
167,400 155,000 2024年３月31日 2024年６月17日 

2024年６月17日 

定時株主総会 

甲種類 

株式 

利益 

剰余金 
390,600 155,000 2024年３月31日 2024年６月17日 

 



第29期事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

（単位：株） 

株式の種類 
第29期事業年度期首 

株式数 
増加 減少 

第29期事業年度末 

株式数 

普通株式 1,080 － － 1,080 

甲種類株式 ※ 2,520 － － 2,520 

合計 3,600 － － 3,600 

※甲種類株式は、議決権を有しない種類株式であります。  

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 
株式の 

種類 

配当金の 

総額（千円） 

1株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

2024年６月17日 

定時株主総会 

普通 

株式 
167,400 155,000 2024年３月31日 2024年６月17日 

2024年６月17日 

定時株主総会 

甲種類 

株式 
390,600 155,000 2024年３月31日 2024年６月17日 

 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 
株式の 

種類 

配当の 

原資 

配当金の 

総額 

（千円） 

1株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

2025年６月16日 

定時株主総会 

普通 

株式 

利益 

剰余金 
172,800 160,000 2025年３月31日 2025年６月16日 

2025年６月16日 

定時株主総会 

甲種類 

株式 

利益 

剰余金 
403,200 160,000 2025年３月31日 2025年６月16日 

 



（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

   当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うと

ともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）およびその受益権の募集（第  

二種金融商品取引業）を行っています。 

当社は、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。また、短期的

な運転資金を銀行借入により調達しております。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

未収委託者報酬は、さわかみファンドに対する営業債権であります。当該債権は、さわかみファンドの毎計算期

間の11月23日、最初の６ヶ月の終了日、５月23日及び毎計算期末（ただし、11月23日と５月23日については、当

該日が休業日のときは翌営業日）の翌営業日に当社に入金されるものであり、入金までの期間においては、信託

銀行により分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。 

営業債務である未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。また、営業債務には外貨建ての債

務は含まれておらず、市場リスク等はないと認識しております。 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

営業債権である未収委託者報酬は、さわかみファンドの基準価額の算出の際に管理部において日々算出・管理さ

れており、また、同時に受託銀行においても同様に算出・管理され、両社により日々照合管理しております。ま

た、その営業債権は、当社に入金されるまでの期間は受託銀行により分別保管されているため、信用リスクは僅

少であります。 

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持

などにより流動性リスクを管理しております。 



２．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

第28期事業年度（2024年３月31日） 

（単位：千円） 

 
貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

（1）長期差入保証金 61,785 59,962 △1,823 

資産計 61,785 59,962 △1,823 

（注１）「現金及び預金」については、現金であること及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ものであることから、記載を省略しております。「直販顧客分別金信託」、「未収委託者報酬」、「未払金」、「未払法人税

等」及び「預り金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略

しております。 

（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額 

（単位：千円） 

 

区分 
第28期事業年度 

（2024年３月31日現在） 

非上場株式（関係会社株式） ※ 436,653 

※ 市場価格のない関係会社株式について、関係会社株式評価損71,659千円（過年度に計上していた投資損失引当金

179,272千円の戻入益と関係会社株式評価損250,931千円を相殺したもの）を計上しております。 

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：千円） 

区分 １年以内 
１年超 

５年以内 

５年超 

10年以内 
10年超 

現金及び預金 5,255,720 － － － 

直販顧客分別金信託 100,000 － － － 

未収委託者報酬 449,989 － － － 

合計 5,805,709 － － － 



第29期事業年度（2025年３月31日） 

（単位：千円） 

 
貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

（1）長期差入保証金 61,785 58,779 △3,005 

（2）関係会社長期貸付金 377,357 325,252 △52,104 

資産計 439,142 384,032 △55,110 

（注１）「現金及び預金」については、現金であること及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ものであることから、記載を省略しております。「直販顧客分別金信託」、「未収委託者報酬」、「関係会社短期貸付金」、

「未払金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」及び「預り金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に

近似するものであることから、記載を省略しております。 

（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額 

（単位：千円） 

 

区分 
第29期事業年度 

（2025年３月31日現在） 

非上場株式（関係会社株式） ※ 254,784 

※ 市場価格のない関係会社株式について、関係会社株式評価損228,861千円及び投資損失引当金14,106千円を計上し

ております。 

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：千円） 

区分 １年以内 
１年超 

５年以内 

５年超 

10年以内 
10年超 

現金及び預金 5,015,525 － － － 

直販顧客分別金信託 100,000 － － － 

未収委託者報酬 409,867 － － － 

関係会社短期貸付金 44,395 － － － 

関係会社長期貸付金 － 177,580 199,777 － 

合計 5,569,788 177,580 199,777 － 

 



３.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の 

3つのレベルに分類しております。 

レベル 1 の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価算定の

対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル 2 の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価 

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ

ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

第 28期事業年度（2024年３月 31日） 

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品 

該当商品はありません。 

（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

（単位：千円） 

 
時価 

レベル1 レベル2 レベル3 合計 

長期差入保証金 ― 59,962 ― 59,962 

長期差入保証金は事務所賃借契約に伴うものであり、時価については、当該保証金を一定の期間大口定期預金等

に預け入れた場合の利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 29期事業年度（2025年３月 31日） 

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品 

該当商品はありません。 

（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

（単位：千円） 

 
時価 

レベル1 レベル2 レベル3 合計 

長期差入保証金 

関係会社長期貸付金 

― 

― 

58,779 

325,252 

― 

― 

58,779 

325,252 

資産計 ― 384,032 ― 384,032 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

 

長期差入保証金 

長期差入保証金は事務所賃借契約に伴うものであり、時価については、当該保証金を一定の期間大口定期預金等

に預け入れた場合の利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。 

 

関係会社長期貸付金 

関係会社長期貸付金の時価については、元利金の受取見込額を国債利回り等適切な指標による利率で割り引いた

現在価値により算出しており、レベル２の時価に分類しております。 



（有価証券関係） 

第28期事業年度（2024年３月31日） 

１．子会社株式 

市場価格のない子会社株式の2024年３月31日現在の貸借対照表計上額は、436,653千円であります。 

 

２．減損処理を行った有価証券 

当事業年度において関係会社株式（Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd.）につき、関係会社株式評価

損71,659千円（過年度に計上していた投資損失引当金179,272千円の戻入益と関係会社株式評価損250,931千円を相殺した

もの）を計上しております。なお、減損処理にあたっては、株式の実質価額の回収可能性を考慮して、必要と認められた

額について減損処理を行っております。 

 

第29期事業年度（2025年３月31日） 

１．子会社株式 

市場価格のない子会社株式の2025年３月31日現在の貸借対照表計上額は、254,784千円であります。 

 

２．減損処理を行った有価証券 

当事業年度において関係会社株式（Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd.）につき、関係会社株式評価損

228,861千円を計上しております。なお、減損処理にあたっては、株式の実質価額の回収可能性を考慮して、必要と認め

られた額について減損処理を行っております。 



（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（単位：千円） 

 第28期事業年度 

（2024年３月31日） 

第29期事業年度 

（2025年３月31日） 

繰延税金資産   

賞与引当金 8,114 8,818 

未払事業税 17,022 13,446 

ポイント引当金 19,788 25,089 

投資損失引当金 - 4,319 

関係会社株式評価損 76,835 151,230 

資産除去債務 11,472 11,825 

未払給与 4,135 4,824 

一括償却資産 1,248 995 

その他 3,672 4,420 

繰延税金資産小計 142,290 224,970 

評価性引当額 △76,835 △155,549 

繰延税金資産合計 65,454 69,420 

   

繰延税金負債   

資産除去債務に対応した除去費用 △3,066 △2,609 

繰延税金負債合計 △3,066 △2,609 

繰延税金資産純額（△は繰延税金負債純

額） 
62,388 66,810 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該 

差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

 第28期事業年度 

（2024年３月31日） 

第29期事業年度 

（2025年３月31日） 

法定実行税率 ‐％ 30.62％ 

（調整）   

評価性引当額の増減               - 5.35％ 

雇用促進税制に係る税額控除     - △2.60％ 

その他     - 0.36％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率     -％ 33.74％ 

（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以

下であるため注記を省略しております。 

 



３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

2025年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が公布され、2026年4月1日以降に開始

する事業年度から防衛特別法人税の課税が行われることとなりました。当社においては、2026年4月1日以降に開始

する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については法定実行税率が変更されます。なお、この税率変更に

よる影響は軽微であります。 

 

 

（資産除去債務関係） 

当該資産除去債務のうち貸借対照表上に計上しているもの 

（１）資産除去債務の概要 

本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

（２）資産除去債務の金額の算定方法 

使用期間を取得から10年又は15年と見積もり、割引率は0.01％又は0.15％を使用して資産除去債務の金額を計算して

おります。 

（３）当該資産除去債務の総額の増減 

（単位：千円） 

 第28期事業年度 

（自 2023年４月１日 

至 2024年３月31日） 

第29期事業年度 

（自 2024年４月１日 

至 2025年３月31日） 

期首残高   37,415   37,466 

有形固定資産の取得に伴う増加額 － － 

時の経過による調整額  51  52 

資産除去債務の履行による減少額   －   － 

期末残高 37,466 37,518 

 

（収益認識関係） 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

（単位：千円） 

 第28期事業年度 

（自 2023年４月１日 

至 2024年３月31日） 

第29期事業年度 

（自 2024年４月１日 

至 2025年３月31日） 

委託者報酬 3,525,226 3,927,786 

確定拠出年金運営管理機関としての売上 14,940   17,834 

合計 3,540,166 3,945,620 

 



（セグメント情報等） 

第28期事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

【セグメント情報】 

当社は、信託財産の運用並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

【関連情報】 

１．製品及びサービスごとの情報 

信託財産の運用並びにこれらに付帯する事業という単一のサービスの区分の外部顧客への営業収益が、損益計算書の

営業収益の90％を超えるため、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。 

２．地域ごとの情報 

（１）売上高 

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の

記載を省略しております。 

（２）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

当社は、信託財産の運用並びにこれらに付随する事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

該当事項はありません。 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

該当事項はありません。 



第29期事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

【セグメント情報】 

当社は、信託財産の運用並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

【関連情報】 

１．製品及びサービスごとの情報 

信託財産の運用並びにこれらに付帯する事業という単一のサービスの区分の外部顧客への営業収益が、損益計算書の

営業収益の90％を超えるため、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。 

２．地域ごとの情報 

（１）売上高 

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の

記載を省略しております。 

（２）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

当社は、信託財産の運用並びにこれらに付随する事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

該当事項はありません。 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

該当事項はありません。 



（関連当事者情報）  

１．関連当事者との取引 

（１）財務諸表提出会社の親会社 

第28期事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

種類 

会社等の

名称又は

氏名 

所在地 

資本金

又は出

資金 

(千円) 

事業の

内容又

は職業 

議決権等

の所有(被

所有)割合

(％) 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引 

金額 

（千円） 

科目 
期末残高 

（千円） 

親会社 

株式会社

さわかみ

ホールデ

ィングス 

東京都 

千代田

区 

8,000 
投資業

務 
被所有100 

事務所不動

産の貸借 

事務所不動

産の貸借 

65,079 

(注)(1) 
長期 

差入

保証

金 

61,785 

(注)(2) 
旅費交通費 1,304 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

（１）賃借料については、親会社が賃借している建物のうち、当社が転借している部分の事務所面積 

を基に計算しております。 

（２）長期差入保証金については、親会社が賃借している建物のうち、当社が転借している部分の事 

務所面積を基に計算しております。 

 

第29期事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

種類 

会社等の

名称又は

氏名 

所在地 

資本金

又は出

資金 

(千円) 

事業の

内容又

は職業 

議決権等

の所有(被

所有)割合

(％) 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引 

金額 

（千円） 

科目 
期末残高 

（千円） 

親会社 

株式会社

さわかみ

ホールデ

ィングス 

東京都 

千代田

区 

8,000 
投資業

務 
被所有100 

事務所不動

産の貸借 

事務所不動

産の貸借 

65,079 

(注)(1) 

長期 

差入

保証

金 

61,785 

(注)(2) 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

（１）賃借料については、親会社が賃借している建物のうち、当社が転借している部分の事務所面積 

を基に計算しております。 

（２）長期差入保証金については、親会社が賃借している建物のうち、当社が転借している部分の事 

務所面積を基に計算しております。 



（２）財務諸表提出会社の子会社 

第28期事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

種類 
会社等の名称又

は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金 

(千円) 

事業の内

容又は職

業 

議決権等の

所有(被所

有)割合

(％) 

関連当事

者との関

係 

取引の内

容 

取引 

金額 

（千円） 

科目 
期末残高 

（千円） 

子会社 

Sawakami Asset 
Management(Tha
iland) 
Co.,Ltd. 

タイ 

バンコク 
436,653 

投資信託

委託業務

の準備 

所有 

99.99 
追加出資 追加出資 

271,285 

(注)1 
－ － 

 

（注）１取引条件及び取引条件の決定方針等 

Sawakami Asset Management (Thailand) Co., Ltd.の追加出資の依頼を受け、現金を出資したものであります。 

 

第29期事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

種類 

会社等の

名称又は

氏名 

所在地 

資本金又

は出資金 

(千円) 

事業の内

容又は職

業 

議決権等の

所有(被所

有)割合

(％) 

関連当事

者との関

係 

取引の内容 

取引 

金額 

（千円） 

科目 
期末残高 

（千円） 

子会社 
投信直販
サービス
株式会社 

東京都

千代田

区 

50,000 

ソフトウ

ェアの保

守・運用 

所有 

100.00 

出資・追加

出資 

出資・追加出

資 
46,993 (注)1 － － 

資金の貸

付 
資金の貸付 443,956 (注)2 

関係会

社貸付

金 

421,752 

利息の受

取 
利息の受取 2,258 (注)2 － － 

 

（注）１取引条件及び取引条件の決定方針等 

当社が新たに構築したネットサービスの追加開発、保守、運用及び販売のために現金を出資したものであります。 

（注）２取引条件及び取引条件の決定方針等 

資金貸借取引の利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、資金貸付の取引金額は当初貸付金額を
記載しております。 



２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

親会社情報 

株式会社さわかみホールディングス（非上場） 

（１株当たり情報） 

 第28期事業年度 

（自 2023年４月１日 

至 2024年３月31日） 

第29期事業年度 

（自 2024年４月１日 

至 2025年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,439,729円24銭 1,540,637円71銭 

１株当たり当期純利益 304,313円16銭 255,908円47銭 

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（注）２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。 

 第28期事業年度 

（自 2023年４月１日 

至 2024年３月31日） 

第29期事業年度 

（自 2024年４月１日 

至 2025年３月31日） 

損益計算書上の当期純利益 1,095,527千円 921,270千円 

普通株式及び甲種類株式に係る当期純

利益 
1,095,527千円 921,270千円 

普通株主及び甲種類株主に帰属しない

金額の主要な内訳 
該当事項はありません。 該当事項はありません。 

普通株式及び甲種類株式の期中平均株

式数 
3,600株 3,600株 

 

（重要な後発事象） 

子会社との吸収合併 

  当社は、2025年４月15日開催の取締役会において、子会社 投信直販サービス株式会社と効力発生日を2025年７月

１日とする吸収合併契約(消滅会社：投信直販サービス株式会社 存続会社：さわかみ投信株式会社)を締結すること

を決議しました。 

 

１．取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容 

  結合当事企業の名称: 投信直販サービス株式会社 

  事業の内容    : 情報システム等の開発・販売・保守等 

 (2) 企業結合日 

  2025年7月１日（予定） 

 (3) 企業結合の法的形式 

  当社を存続会社とする吸収合併 

 (4) 結合後企業の名称 

  さわかみ投信株式会社 

 (5）本合併に係る割当の内容 

当社の完全子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金その他一切

の対価の支払いはありません。 

 (6) 企業結合の目的 

投信直販サービス株式会社は、直販を行う投信直販各社にも「投信直販ネットサービス」および IT 支援 を行

うことで、投信直販業界全体の顧客リレーションシップに貢献することを目的の一つとして設立いたしました。

しかしながら、「投信直販ネットサービス」については、さわかみ投信株式会社向けの独自機能のアップデート

に専念する方針となり、このたびの吸収合併の決定に至りました。 

 



２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取引として会計

処理を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



独立監査人の中間監査報告書 

 

2025年11月28日 

さわかみ投信株式会社 

取締役会 御中 

 

東 陽 監 査 法 人 

東京事務所 

指 定 社 員

業務執行社員 公認会計士  後藤 秀洋 

指 定 社 員

業務執行社員 公認会計士  池田 宏章 

 

中間監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経

理状況」に掲げられているさわかみ投信株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第30期事業年度

の中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、

中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、さわかみ投信株式会社の2025年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間（2025年４月１日から2025年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

中間監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。

中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。

当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人として

のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手したと判断している。 

 

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務

諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財

務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含

まれる。 

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継

続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

中間財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関

して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお



いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込

まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。

さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、

年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の

重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査

手続が選択及び適用される。 

・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と

有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、 

また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し

て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性

に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、

並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に

ついて報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以  上 

 

(注)上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）【中間貸借対照表】 

（単位：千円） 

  
当中間会計期間 

（2025年9月30日現在） 
  

資産の部     

流動資産     

現金及び預金  5,843,542   

直販顧客分別金信託  100,000   

未収委託者報酬  431,493   

貯蔵品  4,000   

前払費用  18,706   

その他  7,675   

流動資産合計  6,405,417   

固定資産     

有形固定資産 ※１     

建物   （純額）  17,566   

器具備品 （純額）  27,170   

有形固定資産合計  44,737   

無形固定資産     

ソフトウェア  353,954   

ソフトウェア仮勘定  52,580   

無形固定資産合計  406,534   

投資その他の資産     

関係会社株式  388,514   

長期差入保証金  61,785   

繰延税金資産  69,962   

その他  2,215   

投資その他の資産 

合計 
 522,477   

固定資産合計  973,749   

資産合計  7,379,167   



 

（単位：千円） 

  
当中間会計期間 

（2025年9月30日現在） 
  

負債の部     

流動負債     

未払金  114,413   

未払法人税等  244,787   

未払消費税等 ※３  52,909   

預り金 ※２  1,309,254   

賞与引当金  31,800   

ポイント引当金  86,501   

流動負債合計  1,839,666   

固定負債     

資産除去債務  37,544   

固定負債合計  37,544   

負債合計  1,877,210   

純資産の部     

株主資本     

資本金  320,000   

利益剰余金     

利益準備金  80,000   

その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  5,101,956   

利益剰余金合計  5,181,956   

株主資本合計  5,501,956   

純資産合計  5,501,956   

負債・純資産合計  7,379,167   

 



（２）【中間損益計算書】 

（単位：千円） 

  

当中間会計期間 

（自 2025年4月１日  

至 2025年9月30日） 

  

営業収益     

委託者報酬  1,900,869   

その他売上  9,885   

営業収益合計  1,910,754   

営業費用     

支払手数料  3,052   

広告宣伝費  238,780   

調査費  8,656   

委託計算費  18,589   

営業雑経費  271,404   

通信費  58,781   

印刷費  36,900   

システム使用料  129,637   

外注費  41,186   

その他  4,898   

営業費用合計  540,483   

一般管理費     

給与  315,884   

役員報酬  68,924   

給与手当  218,752   

賞与  28,207   

法定福利費  52,466   

賞与引当金繰入額  31,800   

業務委託費  44,824   

交際費  254   

旅費交通費  27,166   

租税公課  14,592   

不動産賃借料  32,590   

固定資産減価償却費 ※１  19,576   

その他  60,814   

一般管理費合計  599,970   

営業利益  770,299   



 

（単位：千円） 

  

当中間会計期間 

（自 2025年4月１日  

至 2025年9月30日） 

  

営業外収益     

受取利息  5,670   

雑収入  1,115   

営業外収益合計  6,786   

営業外費用     

支払利息  856   

雑損失  610   

営業外費用合計  1,466   

経常利益  775,619   

特別損失     

 抱合せ株式消滅差損 ※２  16,075   

 特別損失合計  16,075   

税引前中間純利益  759,544   

法人税、住民税及び事業税  231,035   

法人税等調整額  △3,152   

法人税等合計  227,883   

中間純利益  531,661   



（３）【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日） 

 （単位：千円） 

 

株主資本 

資本金 

利益剰余金 

株主資本 

合計 利益準備金 

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 320,000 80,000 5,146,295 5,226,295 5,546,295 

当中間期変動額      

剰余金の配当   △576,000 △576,000 △576,000 

中間純利益   531,661 531,661 531,661 

株主資本以外の項目の 

当中間期変動額（純額） 
     

当中間期変動額合計 － － △44,338 △44,338 △44,338 

当中間期末残高 320,000 80,000 5,101,956 5,181,956 5,501,956 

 

 

 純資産合計 

当期首残高 5,546,295 

当中間期変動額  

剰余金の配当 △576,000 

中間純利益 531,661 

株主資本以外の項目の 

当中間期変動額（純額） 

 

当中間期変動額合計 △44,338 

当中間期末残高 5,501,956 



注記事項 

（重要な会計方針） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

  関係会社株式（子会社株式） 

   移動平均法による原価法 

２．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法）を採用 

しております。また、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物 13年～15年 

器具備品 ４年～15年 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま

す。 

３．引当金の計上基準 

（１）賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込み額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。 

（２）ポイント引当金 

顧客に付与したポイント使用に備えるため、将来行使されると見込まれる額を計上してお 

ります。 

４．収益及び費用の計上基準 

当社の顧客との契約に基づく主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は次のとおりであります。 

（１）委託者報酬 

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、投資信託財産の日々の純資産総額に対する一定割合とし

て日々認識し計上しております。 

（２）その他売上 

その他売上は、確定拠出年金運営管理機関としての売上であり、確定拠出年金の運営にかかる報酬を契

約に基づき月次で認識し計上しております。 

 

（会計方針の変更） 

該当事項はありません。 

 

（中間貸借対照表関係） 

※１ 有形固定資産より控除した減価償却累計額 

（単位：千円） 

 当中間会計期間 

（2025年９月30日現在） 

建物 67,122 

器具備品 78,812  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※２ 預り金 

 （単位：千円）  

      当中間会計期間 

   （2025年９月30日現在） 
 

投資信託の買付代金の顧客か

らの預り金 
12,935  

投資信託の解約代金の顧客か

らの預り金 
2,682  

投資信託の解約に伴う源泉徴

収額 
1,286,405  

その他 7,230  

 

※３ 消費税等の取扱い 

当中間会計期間において、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として

表示しております。 

 

（中間損益計算書関係） 

※１ 固定資産減価償却費 

減価償却実施額は、次のとおりであります。 

（単位：千円） 

 当中間会計期間 

（自 2025年４月１日 

至 2025年９月30日） 

 

有形固定資産 8,632  

無形固定資産 10,944  

 

※２ 抱合せ株式消滅差損 

 抱合せ株式消滅差損 16,075千円は、過年度に計上していた投資損失引当金 14,106千円の戻入益と当社の完全子

会社であった投信直販サービス株式会社を吸収合併したことに伴う抱合せ株式消滅差損 30,181 千円を相殺した

ものであります。 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

（単位：株） 

株式の種類 当期首株式数 増加 減少 当中間期末株式数 

普通株式 1,080 － － 1,080 

甲種類株式 ※ 2,520 － － 2,520 

合計 3,600 － － 3,600 

※甲種類株式は、議決権を有しない種類株式であります。  

 

 



 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 
株式の 

種類 

配当金の 

総額（千円） 

1株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

2025年６月16日 

定時株主総会 

普通 

株式 
172,800 160,000 2025年３月31日 2025年６月16日 

2025年６月16日 

定時株主総会 

甲種類 

株式 
403,200 160,000 2025年３月31日 2025年６月16日 

 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

     該当事項はありません。 

 

（金融商品関係） 

当中間会計期間（2025年９月30日） 

１．金融商品の時価等に関する事項 

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

（単位：千円） 

 
中間貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

長期差入保証金 61,785 58,779 △3,005 

資産計 61,785 58,779 △3,005 

（注１）「現金及び預金」については、現金であること及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

するものであることから、記載を省略しております。「直販顧客分別金信託」、「未収委託者報酬」、「未払金」、「未

払法人税等」、「未払消費税等」及び「預り金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ものであることから、記載を省略しております。 

（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額 

（単位：千円） 

 

区分 
当中間会計期間 

（2025年９月30日現在） 

非上場株式（関係会社株式） 388,514 

 

２.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の 

3つのレベルに分類しております。 

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に

係るインプットを用いて算定した時価 

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属



するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

（１）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品 

該当事項はありません。 

（２）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

     （単位：千円） 

区分 
時価 

レベル1 レベル2 レベル3 合計 

長期差入保証金 ― 58,779 ― 58,779 

資産計 ― 58,779 ― 58,779 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

長期差入保証金 

長期差入保証金は事務所賃借契約に伴うものであり、時価については、当該保証金を一定の期間大口定期

預金等に預け入れた場合の利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しており

ます。 

 

（有価証券関係） 

当中間会計期間（2025年９月30日） 

子会社株式 

市場価格のない子会社株式の2025年９月30日現在の中間貸借対照表計上額は、388,514千円であります。 

 

（資産除去債務関係） 

当該資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの 

当該資産除去債務の総額の増減 

（単位：千円） 

 

                   

当中間会計期間 

（自 2025年４月１日 

至 2025年９月30日） 

 

当期首残高  37,518 

有形固定資産の取得に

伴う増加額 
 － 

時の経過による調整額  25 

資産除去債務の履行に

よる減少額 
 － 

当中間期末残高  37,544 

 

 

 

 



（企業結合等関係） 

共通支配下の取引等 

  当社は、2025年７月９日開催の取締役会において、2025年9月1日付で、当社を吸収合併存続会社、当社の完全

子会社である投信直販サービス株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併をすすることを決議し、同日付で

吸収合併いたしました。 

 

１．企業結合の概要 

  (1) 結合当事企業の名称及び事業の内容 

  結合当事企業の名称: 投信直販サービス株式会社 

  事業の内容    : 情報システム等の開発・販売・保守等 

 (2) 企業結合日 

  2025年９月１日 

 (3) 企業結合の法的形式 

  当社を存続会社とする吸収合併 

 (4) 結合後企業の名称 

  さわかみ投信株式会社 

 (5）本合併に係る割当の内容 

  当社の完全子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金その他

一切の対価の支払いはありません。 

 (6) 企業結合の目的 

  投信直販サービス株式会社は、直販を行う投信直販各社にも「投信直販ネットサービス」および IT 支援 

を行うことで、投信直販業界全体の顧客リレーションシップに貢献することを目的の一つとして設立いた

しました。 しかしながら、「投信直販ネットサービス」については、さわかみ投信株式会社向けの独自機

能のアップデートに専念する方針となり、このたびの吸収合併の決定に至りました。 

  

２．実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取

引として会計処理しております。 

 

（収益認識関係） 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

 （単位：千円） 

 当中間会計期間 

（自 2025年４月１日 

至 2025年９月30日） 

 

委託者報酬   1,900,869  

確定拠出年金運営管理機関とし

ての売上 
9,885  

合計 1,910,754  

 

（セグメント情報等） 

当中間会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日） 

【セグメント情報】 

当社は、信託財産の運用並びにこれらに付帯する事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

 



【関連情報】 

１．製品及びサービスごとの情報 

信託財産の運用並びにこれらに付帯する事業という単一のサービスの区分の外部顧客への営業収益が、中間損

益計算書の営業収益の90％を超えるため、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。 

２．地域ごとの情報 

（１）営業収益 

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営

業収益の記載を省略しております。 

（２）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はあり

ません。 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

当社は、信託財産の運用並びにこれらに付随する事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

該当事項はありません。 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

該当事項はありません。 

 

 

 

（１株当たり情報） 

 

 当中間会計期間 

（2025年９月30日） 
 

１株当たり純資産額 1,528,321円37銭  

 

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりです。 

 当中間会計期間 

（自 2025年４月１日 

至 2025年９月30日） 

 

 

１株当たり中間純利益 147,683円65銭  

中間損益計算書上の中間純利益 531,661千円  

普通株式及び甲種類株式に係る 

中間純利益 
531,661千円  

普通株主及び甲種 

類株主に帰属しない金額の主要な内

訳 

該当事項はありません。  

普通株式及び甲種類株式の期中平均

株式数 
3,600株  

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 



 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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